
（ご参考：12/13）経済関係ニュースレター（在シアトル総領事館）  

 

ワシントン州日系企業・団体・レストラン関係者の皆様  

 

本日は、今年最後の配信日です。今年も経済関係ニュースレターをお読み頂き、ありがと

うございました。皆様、良いお年をお迎えください。来年は 、1 月 10 日（金）から配信

します。 

 

本ニュースレターでは、当地の日系企業・団体、レストラン関係者の皆さまを含む在留邦 

人の方々へ、当地経済や日米関係等のニュースを「経済関係ニュースレター」として配信 

するものです。今後の配信を希望されない場合は、件名に「ニュースレター配信解除」と 

記入の上、こちらまでメールを返送ください。  

 

本日の参考情報を以下のとおりお知らせします。  

 

このニュースレターでは、多くの方にご利用いただける有益な情報の提供があった場合、 

情報元を示して掲示しています。なお、このことは、総領事館として、情報元の団体・個 

人をいかなる意味でも宣伝・推薦するものではないことを申し添えます。  

 

本ニュースレターを追加で受け取りたい方が周りにいらっしゃいましたら、 こちらの登

録フォームをご紹介ください。また、当地日系企業等に周知できる有益な情報 などござい

ましたらお知らせください。館内で確認し、公平・中立の観点から適切なもの を本ニュ

ースレター等で共有させていただきます。  

mailto:economy@se.mofa.go.jp
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-OTFDQ9iEk-CeZE0QXBOFbgmRXB3paRHpcNi9wrHFqhURjBGME1MQlFQMDUyUkJLTzhXUU9YQU9QMi4u&origin=lprLink
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在シアトル総領事館では別途、月 1 回の英語ニュースレター"From Japan to the 

Northwest"を配信しています。こちらでは日本に関する政治・外交等の情報や当館の活動 

などを発信しています。登録及び過去のアーカイブはこちらから。  

 

日ワシントン州経済関連ニュース  

（１）大手スーパーのクローガー社とアルバートソンズ社の合併中止 

 クローガー社とアルバートソン社の 250 億ドル規模の合併に関し、連邦取引委員会が提

訴していた件で、12 月 10 日、オレゴン州の連邦地方裁判所及びワシントン州キング郡上

級裁判所が、合併の仮差し止め命令を出した。これを受け、アルバートソンズ社は、合併

の中止を明らかにし、クローガー社が合併成立に向けた取組を怠ったとして同社を提訴し

た。ワシントン州では、消費者の多くが合併による商品の値上げ回避を喜んだが、労働者

や業界アナリストは、とりわけ市場での競合で課題を抱えていたアルバートソン社の店舗

閉鎖や人員削減の可能性を懸念している。合併がなくなったことで、両社は規制当局の承

認なしに人員削減を行う自由度が高まる。株主配当や安定性の保証にもかかわらず、アル

バートソン社の財務状況は依然として不透明であり、アナリストは同社の戦略の大幅な調

整を予測している。今般の合併騒動は、ウォルマート社、コストコ社、アマゾン社といっ

た業界大手との競争において、伝統的なスーパーチェーンが直面する課題を浮き彫りにす

ることとなった。（12/12 付シアトルタイムズ記事） 

 

（２）アラスカ航空が 2025 年にシアトル-東京間の直行便を就航 

 12 月 10 日、シアトル・タコマ国際空港を拠点とするアラスカ航空は、ハワイアン航空

との 19 億ドル規模の合併に続く拡大計画の一環として、来年 5 月にシアトルと東京を結

ぶ直行便のほか、10 月にはソウルへの直行便を就航することを発表した。同社では、ハ

ワイアン航空の大型機材を活用した太平洋の主要市場への参入を振出しに、2030 年まで

に 12 の国際都市への就航を目指している。アラスカ航空とハワイアン航空は、各ブラン

ドを維持しながら、単一の航空会社として運営され、2027 年までに 10 億ドルの利益、3

年以内に 8 億ドルの追加収益を見込んでいる。（12/10 付シアトルタイムズ記事） 

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_en/08182021_e-newletter.html
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（３）シアトル地区の住民は、同じ物件により長く住み続ける傾向に 

 シアトル地区の高額な住宅市場では、経済的な問題等により、賃貸住宅の居住者も住宅

所有者も、同じ物件により長く住み続ける傾向にある。オンライン不動産の Redfin 社の

データによると、2022 年には、賃貸住宅の居住者で 5 年以上同じ家に住んでいる割合が

全体の約 26%となり、10 年前の 22%から増加した。10 年以上同じ賃貸物件に住み続ける

人は全体の 11%であった。一方、不動産データ企業の Attom 社によると、シアトル地区

の持ち家の居住者は、現在、平均で 11 年間にわたって同じ家に住んでおり、これは 10 年

前の同 9 年から増加したほか、2004 年との比較ではほぼ 2 倍となった。全米平均では、

同 8 年である。（12/2 付シアトルタイムズ記事）  

 

（４）キング郡の主要オフィス、使用されているのは全体の 25％ 

 キング郡監査官の報告書によると、今年初めの時点で、シアトル市ダウンタウンにある

郡政府の 2 つの主要オフィスビルの空間は、約 25%しか使用されていなかった。キング

郡では、同地における 30 億ドル規模の再開発を計画しているため、今後のオフィスの必

要性について懸念が高まっている。高い空室率は、在宅勤務の増加とパンデミック後のダ

ウンタウン復興の遅れによって更に悪化しており、同郡では、大半の職員に対し週に 3 日

の出社を義務付ける計画を立て、オフィス利用の最適化に向けて取り組んでいるものの、

職場の利用状況や職員の配置に関する包括的なデータが不足していることが指摘されてい

る。（12/10 付シアトルタイムズ記事） 

 

（５）職場復帰による家計への負担 

 パンデミック以来、在宅勤務が広まったシアトル地域において、職場への出勤が再開さ

れたことで、多くの労働者は経済的にも生活面でも困難に直面することになった。通勤時

間が長くなり、ガソリン代、有料道路代、メンテナンス代などで毎月数百ドルの出費が嵩

むことで、ワーク・ライフ・バランスが崩れ、精神的な負担も増えたと訴える人もいる。

また、物価の高いキング郡では、保育費が毎月 2,000 ドルを超え、さらにインフレにより

https://www.seattletimes.com/business/real-estate/seattle-area-renters-homeowners-stay-put-amid-costly-housing-market/
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予算が圧迫される等、家計の問題を抱える住民が少なくない。（11/25 付シアトルタイム

ズ記事）  

 

(6) シアトル市の STEM 系学位取得者が増加 

シアトル市は全米でも最も教育水準の高い都市のひとつであり、最新の米国勢調査による

と、2023 年には 25 歳以上の住民の 70%が学士号以上の学位を取得しており、2010 年の

同 63%から増加した。また、現在、同市では大学卒業者の中でも STEM（科学、技術、

工学、数学）系学位の取得者が全学位取得者の 52%を占め、2010 年の 43%から大幅に増

加した。更に、科学・工学分野の学士号を持つ 25 歳以上のシアトル市住民の数は、2010

年の 10 万 6,000 人から 2023 年には 20 万 7,000 人と、ほぼ 2 倍に増加した。これは、次

に増加率の高いビジネス学位取得者の 40.5%増をはるかに上回る数字である。シアトル市

は、ワシントン D.C.と並び、米国の都市の中でサンノゼ市（57%）に次いで STEM 系学

士号取得者の割合が高い都市となっている。（12/5 付シアトルタイムズ記事） 

 

その他、ジェトロビジネス短信記事より  

2024 年 12 月 10 日 米国務省、大阪・関西万博の米国パビリオンと公式マスコット初公

開 

2024 年 12 月 9 日 2024 年の米小売市場の返品総額は 8,900 億ドルに達する見通し、新

型コロナ感染拡大前の 2 倍以上に拡大 

2024 年 12 月 5 日 米年末商戦、感謝祭休暇 5 日間の買い物客数は前年下回る、所得層に

よって購買パターンが二極化 

2024 年 12 月 2 日 ジェトロの北米関係者向け酒蔵ツアー、山形の酒蔵訪問 

 

総領事館からのお知らせ  

（１）ウェビナー：最新技術のご紹介（クリーンエネルギー・アンモニア） 
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 ワシントン州日米協会、シアトル日本商工会（春秋会）及びシアトル日本国総領事館の

共催で、アンモニアをはじめとする日本のクリーンテックに関する最新技術や知見、優良

事例等を紹介するウェビナーを開催します。皆様お誘いあわせの上、ご参加ください。 

【日時】シアトル時間 12 月 18 日（水）17 時～ 

    日本時間 12 月 19 日（木）10 時～ 

【開催方法】Zoom によるオンライン 

【 参加費】無料  

【詳細と登録】 こちらから 

 

（２）第 6 回 成人式 USA 

 JIA Foundation と在シアトル日本国総領事館の共催による、日米の新成人の門出を祝う

式典です。第 6 回目となる 2025 年は、”Embrace Your Journey Ahead”をスローガンとし

て開催されます。当館からは角潤一首席領事が、新成人にメッセージを届ける予定です。

式典は英語で進められ、新成人は国籍を問わずに参加できます。 

【日時】2025 年 1 月 19 日（日）15 時～(PST） 

【場所】Meydenbauer Center Theatre 

    11100 NE 6th St. Bellevue, WA 98004 

【 新成人参加対象】2003 年 1 月から 2005 年 3 月までに生まれた若者 

         国籍・人種・日本語の能力は不問。式典は英語で開催。 

【詳細】 ウェブサイト 

 

（３）【ご協力をお願いします】令和 6 年度日系企業数動向調査 

https://www.jbaseattle.org/whatsnew/view/1218
https://seijinusa.org/2025japanese/


 在シアトル日本国総領事館では、毎年、当地に進出している日系企業数の調査を実施し

ています。本調査は、今後の日本企業支援、当地政府への働きかけなどを行う際の根拠と

して、日系企業の事業活動を把握するために重要なものです。是非ご協力頂きますようお

願いします。 

【対象】ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州北部（アイダホ郡以北）の日系企業

（海外子会社、合弁事業、及び日本人が設立、出資した当地企業・レストランも含む）の

令和 6 年 (2024 年)10 月 1 日現在の状況 

  

＊複数の日系企業（例えば、本邦企業の支店と現地法人化された日系企業）がある場合

や、一つの企業が複数の支店やオフィスを開設している場合には、それぞれ調査対象とな

りますので、企業毎、支店毎に調査票をご提出頂くようお願いします。 

【回答方法】 こちらのフォーム （日本語）よりオンライン記入後に送信 

英語の回答フォームはこちらです。 

【期間】令和 6 年（2024 年）12 月末日まで 

 【お問い合わせ】在シアトル日本国総領事館 経済班  

        Email：economy@se.mofa.go.jp 

        電話番号：(206) 682-9107 

 

（４）【SIJP 主催】英語で学ぶコンピュータ・サイエンス season7 第 2 回 Hour of 

Code®:Music Lab  / アワーオブコード：ミュージック・ラボ（再掲） 

 Web 会議システムの「Zoom」を使って、シアトル（アメリカ）のエンジニアが、英語

で授業を行います。今回は、Halo や Metal Gear Solid といった数々の名作ゲーム音楽を手

掛けた、世界的に有名な作曲家 陣内一真さんが参加されます！お気に入りのアーティス

トの楽曲をリミックスしながら、AI を使って自分だけのビートを作成！音楽とテクノロ

ジーを融合させた楽しいプロジェクトを通して、コーディング（プログラミング）の基本

を楽しく学びます。 

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/company_survey_jp_2024.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-OTFDQ9iEk-CeZE0QXBOFbgmRXB3paRHpcNi9wrHFqhUQ0E1OTlBQlFNQjk3OUlSME0xVzEyUU1QNi4u
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【日時】2024 年 12 月 14 日（土）16 時 30 分～18 時 30 分（シアトル時間） 

    2024 年 12 月 15 日（日）9 時 30 分～11 時 30 分（日本時間） 

【対象】小・中学生（9 歳～15 歳ぐらいまで） 

   ※内容は小中学生向けですが、高校生も申込み可 

【定員】120 名 ※先着順。定員を超える場合は WAITINGLIST に入ります（その場合

は告知あり）。申込みはお早めに！  

【必要なもの】インターネットに接続されたパソコン（Zoom のインストールが必要で

す）code.org のアカウント（作成方法は事前案内に掲載） 

【 参加費】無料 （終了後のアンケート有り） 

【登録】 こちらから 

 

**************************  

編集後記： ホリデーシーズンはいつも、プレゼント選びに悩みます。それぞれの人に、喜

んでもらえる物を、と思いつつ、毎年の事となると、なかなか目新しいアイデアが思い浮

かびません。どうしようかな、と思いつつ、久々にデパートに足を運んでみたところ、こ

れが、なかなかのヒットでした。店内を流れるクリスマスソングやきらめくディスプレイ

に浮き足立ち、あれこれを手に取りつつ考えを巡らしていると、すっかり楽しい気持ち

に。子どもの頃に、街に出てデパートに連れていってもらうことがうれしかった思い出が

よみがえりました。ここ数年、プレゼントも自分の身の回り品も、ほとんどをオンライン

で購入する習慣になっていましたが、実際に商品を手に取り、店員さんと話したり、その

場の雰囲気を含めたモノを買うという経験は、また別の楽しみを運んできてくれるもので

す。今も空いたままのスペースが目立つシアトルのダウンタウンに、また多くのお店が戻

ってくる日が来ることを願います。 

本日は、今年最後の配信日です。今年も経済関係ニュースレターをお読み頂き、ありがと

うございました。次回の配信日は、1 月 10 日（金）です。皆様、どうぞ良いお年をお迎え

ください。 

https://kidscodeclub.jp/csinenglish_20241215


**************************  

（注意点） 本情報は、ワシントン州の主要な行政機関や団体のウェブサイトの情報をも

とに、その時点 における当地日系企業・NPO・邦人労働者に役立つ情報を、皆様のご参 

考として迅速に日本語で届ける目的で発信しているものです。法的助言を構成するもの で 

はなく、法的助言として 依拠すべきものではありません。実際の申請等にあたって は、 

該当するウェブサイトで最新の 情報や詳細を直接ご確認ください。なお、当館として個別 

企業の申請書作成等の支援はできませんのであらかじめご了承願います。  

 

（免責） 本メール又は当館情報に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随

的、あるい は 懲罰的損害及び利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責

任、あるい はその他 の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いませ

ん。  

 

（領事メールについて） 当館では外国に３か月滞在される在留邦人に対し、旅券法 に基

づく在留届、帰国・転出 等の 届出をお願いしております。本届けでメールアドレス をご

登録いただいた方に対し て、コロナ に関する情報や各種安全情報を領事メールにて お送

りしているほか、緊急時の安否確認を 当館から行うためにも必要なものですので、是非

ご協力ください。詳細はこちらをご覧ください。 

 


